
市外局番 利用可能エリア

0422
東京都小金井市（梶野町一丁目から四丁目まで並びに東町二丁目及び三丁目に限る。）、

調布市（深大寺東町七丁目及び野水に限る。）、西東京市新町、三鷹市（中原一丁目を除く。）、武蔵野市

東京都稲城市、小金井市（梶野町一丁目から四丁目まで並びに東町二丁目及び三丁目を除く。）、

国分寺市（高木町、内藤、西町、光町、日吉町二丁目及び三丁目、富士本並びに戸倉三丁目を除く。）、

小平市（鈴木町二丁目、花小金井及び花小金井南町を除く。）、多摩市、東村山市、

府中市（押立町四丁目及び五丁目、北山町、西原町二丁目から四丁目まで並びに西府町四丁目を除く。）

東京都昭島市、あきる野市、国立市、

国分寺市（高木町、内藤、西町、光町、日吉町二丁目及び三丁目、富士本並びに戸倉三丁目に限る。）、

立川市、羽村市、東大和市、日野市、

府中市（北山町、西原町二丁目から四丁目まで及び西府町四丁目に限る。）、

福生市、武蔵村山市、西多摩郡（奥多摩町を除く。）

東京都八王子市、神奈川県相模原市緑区（小原、小渕、佐野川、澤井、寸沢嵐、千木良、名倉、日連、牧野、

吉野、与瀬、与瀬本町及び若柳に限る。）

東京都町田市（三輪町及び三輪緑山を除く。）、

神奈川県相模原市（緑区（小原、小渕、佐野川、澤井、寸沢嵐、千木良、名倉、日連、牧野、吉野、与瀬、与瀬本町及び若柳に

限る。）

及び南区（磯部、新磯野一丁目及び三丁目から五丁目まで、新戸、相武台並びに相武台団地に限る。）を除く。）、

座間市（相模が丘一丁目及び五丁目に限る。）

0466 神奈川県藤沢市

075

大阪府三島郡、

京都府京都市（右京区京北室谷町及び伏見区醍醐（一ノ切町、二ノ切町及び三ノ切町に限る。）を除く。）、長岡京市、向日

市、八幡市、乙訓郡、

久世郡久御山町（市田、栄、佐古、佐山、下津屋、田井及び林を除く。）

092
福岡県大野城市、春日市、古賀市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市、福岡市、糟屋郡、

筑紫郡（市外局番を除く電気通信番号による発信については、番号区画コード577の番号区画を含む。）

093
福岡県北九州市、中間市、遠賀郡、京都郡苅田町（与原、新津、下新津、二崎、下片島、稲光、法正寺、葛川、上片島、谷、鋤

崎、山口、岡崎及び黒添を除く。）

042

以下の番号につきましては、開設までにお時間を頂戴する場合がございます。

詳細につきましては、お手数ではございますが、お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。


